
  

第2編  
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅶ  年金保障
(1)  概要

昭和61年4月より実施されている現行年金制度においては,国民年金は従来の自営業者等だけでなく被用
者本人及びその被扶養配偶者にも適用され,全国民に共通する基礎年金を支給する制度となった。民間サ
ラリーマンを対象とする厚生年金保険や公務員等を対象とする4つの共済組合はその上乗せとして報酬比
例の年金を支給する制度とされ,公的年金制度は全体としていわゆる二階建ての構成をとっている。

なお,公的年金制度の大宗を占める国民年金,厚生年金保険の主な内容は,「(2)国民年金,厚生年金保険制度
の概要」のとおりである。

第Ⅶ-1表 各社公的年金制度の適用人員及び受給権者数

公的年金制度一覧

厚生白書（昭和62年版）



第Ⅶ-2表 年金額等の国際比較
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅶ  年金保障
(2)  国民年金,厚生年金保険制度の概要

制度体系図
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第2編  
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅶ  年金保障
(3)  厚生年金保険の適用状況等

第Ⅶ-3表 厚生年金保険適用状況の推移

第Ⅶ-4表 厚生年金保険平均標準報酬月額の推移

第Ⅶ-5表 厚生年金保険(旧船員保険)受給者の推移
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第Ⅶ-6表 厚生年金保険(旧法・新法)受給者の推移

第Ⅶ-7表 厚生年金保険(旧法・新法)給付費の推移

第Ⅶ-8表 厚生年金保険(旧船員保険)給付費の推移

第Ⅶ-9表 船員保険(新法)受給者及び給付費
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅶ  年金保障
(4)  国民年金の適用状況等

第Ⅶ-10表 国民年金の被保険者数

第Ⅶ-11表 国民年金(旧法)受給者の推移

第Ⅶ-12表 国民年金(旧法)給付費の推移
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第Ⅶ-13表 基礎年金受給者・給付費(昭和61年)
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅶ  年金保障
(5)  企業年金

企業年金は,公的年金を補完し,老後生活の多様なニードに応えるものとして,その役割が高まってきてい
る。わが国の企業年金には,厚生年金基金,適格退職年金,石炭鉱業年金基金,企業が給付原資を社内に留保
して行う自社年金がある。このうち,厚生省が所管している制度は,厚生年金基金及び石炭鉱業年金基金で
ある。

各企業年金の概要(加入者数は昭和61年度末現在)

厚生年金基金 厚生大臣の認可を受けて設立される特別の法人で,老齢厚生年金の給付の一部を代行すると
ともに,これに基金独自の終身にわたる上乗せ給付が義務づけられているなどその給付は公的年金として
の性格をもっており,老後の所得保障機能が強く企業年金の中心をなす制度となっている。(加入者数726
万人)

適格退職年金 税法上の一定要件に該当するものとして国税庁長官の承認を得た企業年金について,年金の
掛金や積立金に税制上の措置を講じる制度で実施主体は企業である。(加入者数788万人)

石炭鉱業年金基金 石炭鉱業を行う厚生年金保険の適用事業所の事業主の拠出により老齢厚生年金の上乗
せ給付等を行っている。(加入者数2万人)

積立金

これら企業年金は,加入員等の受給権を保証する,費用負担の平準化を図ることができること等から,年金給
付のための費用を事前に社外に積み立てることとしている。その積立金は毎年増加してきており,昭和61
年度末現在,厚生年金基金は14兆4,883億円,適格退職年金は8兆2,597億円,石炭鉱業年金基金は309億円で
合わせて22兆7,789億円の積立金があり,毎年約20%の伸びを示している。

1) 厚生年金基金
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2) 石炭鉱業年金基金
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Ⅶ  年金保障
(6)  農業者年金基金
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Ⅶ  年金保障
(7)  年金事務のしくみ
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅶ  年金保障
(8)  年金積立金の運用

厚生年金保険及び国民年金の積立金は昭和62年度で約62兆円に達するものと見込まれている。その運用
については,大蔵省の資金運用部に預託され,財政投融資の原資となっているが,新規運用対象額のうち一定
割合は,還元融資として住宅資金貸付等の年金被保険者等の福祉向上に直接役立つ事業に充てられてい
る。

また,昭和61年度から,この還元融資事業の状来にわたっての安定した資金の確保を図る観点から資金確保
事業が始まり,さらに,昭和62年度からは,将来の保険料負担の上昇を緩和し,年金財政基盤の強化を図るた
めの高利運用事業である年金財源強化事業がスタートした。

第Ⅶ-14表 厚生年金保険、国民年金の積立金の累積状況

還元融資の使途
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅶ  年金保障
(9)  年金福祉事業団

年金福祉事業団は,昭和36年11月に設立された特殊法人であり,厚生年金保険・国民年金の福祉施設の設置
を適切かつ能率的に行うとともに,これらの制度の被保険者,被保険者であった者及び受給権者の福祉の増
進に必要な施設の設置又は整備を促進するための措置を講ずること並びにこれらの制度及び船員保険制
度が支給する年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とするものであ
る。また,昭和61年度からは資金確保事業が,昭和62年度からは年金財源強化事業が始まり、年金積立金自
主・有利運用事業が新しい事業として加わることになった。

事業内容
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Ⅶ  年金保障
(9)  年金福祉事業団
1)  大規模年金保養基地の設置運営

高齢化社会,余暇の増大といった生活環境の変化を先取りし,我が国に例を見ない大規模な保養基地を設
置・運営する事業で、62年度中に最後残った2ヵ所の整備が完了し、63年4月には13ヵ所全施設がオープ
ンする。
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Ⅶ  年金保障
(9)  年金福祉事業団
2)  福祉施設設置設備資金の融資(61年度融資決定額266億円)

事業主等が従業員の利用する社宅,病院,体育館,保養所等の施設を設置する際に必要な資金を融資する制度
である。
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Ⅶ  年金保障
(9)  年金福祉事業団
3)  被保険者住宅資金の融資(61年度融資決定額11,135億円)

被保険者に対して住居の新築・改良やマンション購入に必要な資金を融資する制度である。
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Ⅶ  年金保障
(9)  年金福祉事業団
4)  年金担保資金の融資(61年度融資決定額954億円)

年金受給者に,生活・医療等に必要な資金を,年金受給権を担保にして融資する制度である。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅶ  年金保障
(9)  年金福祉事業団
5)  資金確保事業(62年度当初運用額5,000億円)

年金福祉事業団が行っている還元融資事業を将来にわたって安定的に実施するための資金の確保を図る
ため,還元融資資金の一部を運用し,これにより積み立てられた積立金の管理を行う事業で,61年度より開始
されたものである。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和62年版）



  

第2編  
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Ⅶ  年金保障
(9)  年金福祉事業団
6)  年金財源強化事業(62年度運用額10,000億円)

年金福祉事業団が政府から調達した資金を運用し,これにより生じた収益を国庫に納付することにより厚
生年金保険等の給付に要する費用の財源を確保し,年金財政の安定を図ろうとする事業で昭和62年度から
新たにスタートしたものである。
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